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（1） 「元気発進！北九州」プランに沿った新たなまちづくり
 　平成20年12月に、本市の新しいまちづくりのビジョンである「北九州市基本構想・基本計

画」 （愛称:「元気発進!北九州」プラン）を策定しました。
 　北九州市は、このプランに沿って、新しいまちづくりを進めています。

人と文化を育み、世界につながる、環境と技術のまち

世界の環境首都
アジアの技術首都

北九州ブランドの創造 まちづくりの4つの基本方針
❶人づくり 多様な人材が輝くまちをつくる

❷暮らしづくり 質の高い暮らしができるまちをつくる

❸産業づくり 元気で人が集まるまちをつくる

❹都市づくり 便利で快適なまちをつくる

他都市にはない、
北九州市の2つの強み

みんなで
まちをつくる

市民のちから
新しい市役所に

変わる

行政のちから
まちとまちの
つながりを
強める

連携のちから
まちの「たから」を

活かす

資産のちから 自然のちから
自然の恵みを
活かす

まちづくりの目標

まちづくりの5つのちから

1. これからの北九州市に必要なこと

第 1部  北九州市の財政運営

「元気発進 !北九州」プラン
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 （2）持続可能で安定した財政の確立
 　「元気発進!北九州」プランを着実に推進していくためには、持続可能で安定した財政運営が必要です。
 　本市ではそのための経営方針として、平成20年12月に「北九州市経営プラン」を策定しました。

持続可能で安定的な財政の確立
多様な行政需要に対応しうる行政体制の構築

少子高齢化・コミュニティの希薄化・地球環境問題・厳しい財政など

※経営プランの詳細については、P17～P18を参照して下さい。

北九州市経営プラン

市 政 経 営 の 課 題

産業づくり

地域の魅力向上
地域外の人・企業に
対する求心力の向上

経済基盤の強化
（税収の増加）

生活の質の向上

暮らしづくり

地球
環境問題

厳しい
財政

コミュニティ
の希薄化 少子高齢化

プラスの連鎖

（取組期間：平成21年度から平成25年度の5年間）

「元気発進！北九州」プランの推進

改  革
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北九州市は、厳しい財政状況にあり、このまま何も経営改善の努力をせずにいると、平成 24
年度には財政健全化法上の早期健全化基準を超える水準まで、また、平成 25年度には「財政破
たん」とされる同法の財政再生基準を超える水準にまで、それぞれ赤字が拡大しかねない状況と

なっています。

※早期健全化基準、財政再生基準については、4ページの『「早期健全化基準」、「財政再生基準」って何?』を参 
 照してください。
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財政の黄信号！
早期改善が必要です。

財政の赤信号！
超えると「破たん」です。

【収支改善を行わない場合の基金※1 残高の推移 （一般会計※2）】

収支改善を行わないと、市の貯金は底を
つき、やがて財政破たんしてしまいます。
そうならないように、今のうちに対策を
とらなければなりません。

※1 【基金】 基金には、あらかじめ決められた行政目的のために積み立てている基金と、年度間の財源の不均衡や不測の事態一般に対応するた

 めに積み立てる基金がありますが、本誌でいう基金は後者のことで、家計で言えば「貯金」です。

※2 【一般会計】 福祉や教育、道路・公園の整備、ごみ収集など、主に税金を使って事業を行う市の基本的な会計です。 

※3 【歳入・歳出】 会計年度（毎年4月1日から始まり翌年の3月31日まで）内の収入・支出のことです。

2. 厳しい財政状況

用語解説

　必要な経費に対して収入が足りない分（歳入・歳出※3ギャップ)を埋めるためには、基金（市の貯金)を取り
崩さなければなりません。その基金を取り崩していくと下の図のようになります。

※北九州市経営プラン（平成20年12月策定）の中期財政見通しによる。
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　財政破たん扱いとなる財政再生基準を上回った地方公共団体は、北海道夕張市があげられ

ますが、夕張市では財政再建のため、次のような厳しい対策が計画されています。

（夕張市の財政再生計画期間：平成21年度～平成41年度） 

　平成20年4月1日から、これまでの法律に代わり、新たに「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行さ

れました。この法律は、地方公共団体の赤字や借金返済の程度といった財政状況を表す4つの指標(「実質赤字比率」、

「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」といいます。)がそれぞれ一定の基準を超えた場合に、その

程度に応じて、地方公共団体に財政健全化の対策を義務づけることなどを定めています。この「一定の基準」が「早期

健全化基準」と「財政再生基準」です。

　早期健全化基準を超えてしまった地方公共団体は、自ら財政健全化の計画を作って公表し、議会や住民のチェッ

クを受けながら財政を建て直すことを義務づけられます。これはいわば「警告」の段階、サッカーの試合にたとえて

言えば、イエローカードを出された状態といえるでしょう。

　それでもさらに財政状況が悪化してしまい財政再生基準を超えてしまった地方公共団体は、もはや自力で財政を

建て直すことはできない「財政破たん」の状態と判断され、国の管理下に置かれその指導監督の下で予算編成を行う

など財政再建を行うこととなります。サッカーの試合にたとえると、レッドカードを出されてしまった状態といえ

るでしょう。その場合、夕張市の例に見られるように、市税や公共料金の値上げ、行政サービスの切下げなど住民に

多大な負担を強いることになってしまいます。

　本市の場合、現在のところ4つの指標はいずれも早期健全化基準を超えていませんが、このまま何もしなければ近

い将来、早期健全化基準どころか、財政再生基準を超えてしまう指標が出てしまうおそれがあるのです。 

◉ 「財政破たん」するとどうなる?

◉ 「早期健全化基準」、「財政再生基準」って何?

早期健全化基準 財政再生基準

  歳入に関する事項

市税の引き上げ
個人市民税均等割 （3,000円→3,500円）
個人市民税所得割（6％→6.5％）
固定資産税（1.4％→1.45％）
軽自動車税（1.5倍）  など

使用料・手数料の引き上げ
施設使用料（50％引き上げ）
下水道使用料
（1,470円／10m3･月→2,440円／10m3･月）
各種交付・閲覧手数料（150～200円引き上げ）
各種検診料（100～500円引き上げ） 　など

  歳出に関する事項

総人件費抑制の取組み
職員数を309人（Ｈ18）→147人（Ｈ21）
→124人（Ｈ38）に大幅削減
職員給料を平均20％カット、手当も大幅削減  など

公共施設等の休止・廃止・縮小等
小学校（7校→1校）、中学校（4校→1校）
図書館の規模を縮小
養護老人ホームの廃止
体育施設、公園、花壇、公衆トイレ
などを大幅廃止・休止　など

各種補助金の廃止又は削減
市主催のイベント中止、
地域イベントの補助金の廃止  など

市の財政が破たんしてしま
うと、市民負担の増加や行
政サービスの削減が避けら
れなくなってしまいます。

厳
し
い
財
政
状
況
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（1）地方交付税等の減少
　国の三位一体の改革の影響などにより、市税収入と並んで本市の主な収入である地方交付税
等が大幅に減少しています。改革前の平成15年度と比べると、改革直後の平成19年度は300
億円ほど減少し、平成元年以降では最小の額となっています。
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　 「三位一体の改革」は、財政面から地方分権を推進するため、平成16年度から18年度にかけて、国が行った改革です。

　具体的には、①国から地方へ税源を移譲し、②その代わりに国から地方に交付する国庫補助・負担金を廃止・削減する

とともに、③地方交付税の見直しを行うというものでした。

　これによって、国から地方に3兆円という大規模な税源移譲が初めて実現したことは画期的な成果でしたが、一方で

は、国庫補助金・国庫負担金の改革は不十分に終わったほか、地方交付税が大幅に削減されたため、特に税収が乏しい地

方公共団体では、財政的に大きなダメージを受けました。 

◉ 「三位一体の改革」って何?

平成16～18年度で4.7兆円の
国庫補助負担金の改革

所得税から個人住民税へ
3兆円規模の税源移譲を実施

総額の大幅な抑制5.1兆円、
算定の簡素化など

　本市の財政状況が厳しくなったのは、地方交付税などの収入が減少し、一方、福祉・医療費や公債
費（市の借金の返済）などの支出が増加したことによります。

3. 財政状況が厳しくなった原因

地方交付税の改革税源移譲

国庫補助負担金の改革

※4 【地方交付税】 全国の地方公共団体が一定の標準的な行政サービスを提供できるよう、国が地方公共団体に対して交付する交付金です。 

※5 【臨時財政対策債】 地方財政の赤字を穴埋めするために、法律で特に認められた地方公共団体の借金のことです。この借金の返済につい

 ては、国の負担によって地方交付税で補てんすることとされているため、本誌では、地方交付税とこの借金を合わせて「地方交付税等」と

 表記します。

用語解説

【地方交付税等の推移】

※平成 20年度までは決算額、平成 21年度は決算見込額、平成 22年度は当初予算額
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（2）福祉・医療費の増加
　本市は、他の政令市＊6よりも高齢化率＊7が高く、高齢社会の進展に伴い、福祉・医療費が増加し続
けています。

500

750

1,000

1,250

1,500

2221201918171615141312平成11

942
918 943

989

1,057
1,093

1,121 1,118
1,149

1,200

1,317

1,486
（億円）

（年度）

【福祉・医療費の推移】

※ 「福祉・医療費」は、扶助費＊8と関連する特別会計 （国民健康保険・老人保健医療・介護保険・後期
 高齢者医療）への繰出金、負担金の合計額
※ 平成20年度までは決算額、平成21年度は2月補正後予算額、平成22年度は当初予算額

※平成17年度までは国勢調査、平成22年度以降は国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口
 データベースをもとにした北九州市保健福祉局の独自推計。「高齢者」は、65歳以上を対象として算出。

　本市では、今後も高齢者人口の増加が見込まれており、これからも福祉・医療費は増加していくこ
とが予想されます。
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【高齢者人口の推移と今後の見通し】

※6 【政令市】 国の政令で指定され都道府県なみの権限と財源を持つ大都市のことをいいます。平成22年4月1日現在、本市を含め横浜市や

大阪市など全国に19市あります。

※7 【高齢化率】 65歳以上の高齢者が全人口に占める割合です。

※8 【扶助費】 福祉の法令等に基づいて実施する医療費の援助や各種手当ての支給、生活保護費、福祉施設の運営などに要する経費です。

用語解説




